
インターネット公売（せり売形式）の流れ 
 

① YAHOO！JAPAN IDの取得 
・ YAHOO！JAPANで IDを取得し、メールアドレスの認証を受けてください。 

↓ 
② 公売参加者情報の入力・公売保証金の納付 
・ 入札するには、公売参加申込期間中に、インターネット公売の画面上で公売参加者情報を入力の

上、公売保証金を納付してください。 
・ 公売保証金の納付方法は、原則としてクレジットカードによる納付となりますが、公売保証金額

が 30 万円を超える公売物件については、銀行振込などによる納付も選択できます。公売保証金
については、各公売物件ごとに定められていますので、公売物件詳細画面よりご確認ください。 

↓ 
③ 入札 
・ 入札期間中に、インターネット公売の物件詳細画面から入札してください。 
・ 入札期間が終了するまで何度でも入札できます。 
・ 公売システム上の「現在価額」または一度「入札価額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札

価額」欄に入力することはできません。 

↓ 
④ 落札者（最高価申込者）の決定 
・ 入札期間が終了すると、インターネット公売の画面に、落札者（最高価申込者）の YAHOO！

JAPAN ID及び、落札価額が表示されます。 
・ 落札者（最高価申込者）に対しては、今後の手続について公売担当部署からメールにて連絡しま

す。 
・ 落札できなかった方に対しては、公売保証金を返還いたします。 

↓ 
⑤ 売却決定・買受代金の納付 
・ 公売担当部署からの案内に従い、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。 
・ 納付金額は、公売物件が課税財産の場合、落札価額に消費税相当額を加算した額から公売保

証金額を引いた額になります。 

↓ 
⑥ 公売財産の引渡 
・執行機関は、買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡等を行います。 


